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は じ め に

受託者が信託を営利目的で継続反復して行うか否かにより, 民事信託

および商事信託に分類できる。民事信託は, 信託の受託者が限定された

特定の者を相手として, 営利を目的とせず, 継続反復しないで引き受け

る信託である。

個人・法人, 中小企業の経営者, 地域社会等の意図を実現するため,

委託者と受託者の間で独自の信託契約を締結し, 様々なコストを抑えつ

つ, 信託のメリットを生かし, 様々なコストを抑えることができる。具

体的には, ①自己信託, ②限定責任信託, ③知的財産権の信託, ④金銭

信託など多岐にわたる。
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商事信託と異なり,
(１)
民事信託の受託者は欠格事由に該当しなければ,

自然人または法人を問わない。民事信託会社の設立には免許・登録等は

不要である。

このように, 信託の担い手が拡大し, 商事信託だけでなく民事信託の

積極的な活用が期待されている。反面, 民事信託の活用場面は拡大した

が,「具体的」にどのように実務上活用でき, そのメリットおよびデメ

リットは, 他の法制度を活用する場合の比較において, どのようなもの

があるのかについて, 必ずしも詳細な検討は極めて少ない。信託の具体

的活用は, 従来の信託銀行および信託会社等の金融機関だけの問題では

なく, 個人が受託者として担い手となれるが, 当該個人およびそれを取

り巻く利害関係者に多大の影響を与える。

そこで, 本稿はこれらの問題点にたち, 民事信託の具体的活用方法,

各法的な問題点の指摘し, 解決策の提言をする。

第１章 信託制度の概要

１ 基本的な考え

信託とは, ①特定の者 (受託者) が, ②財産を有する者（委託者）か

ら移転された財産（信託財産）につき, ③信託契約, 委託者の遺言, 公

正証書による自己信託により（信託行為), ④一定の目的( 信託目的)
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(１) 商事信託とは, 信託の受託者が信託業として, 不特定多数の者を対象
として引き受ける信託である。この場合, 受託者は信託法だけでなく, 信
託業法の厳格な適用に服する。
信託業とは, 信託の引受けを営業として行うことである（信託業法２条
１項)。信託業を営む信託兼営金融機関, 信託会社は, 内閣総理大臣の免
許, 資本金規制, 営業保証金の供託の規制を受ける。これらは, 信託の引
受けを営業として行う。営業とは, 信託法に基づく信託を営利の目的をも
って反復継続して行うことである。
信託は従来, 信託兼営金融機関および信託会社が内閣総理大臣の免許を
受けて信託業を営む商事信託が中心であった。それが, 信託を一般的に馴
染みの少ない制度と考えられてきた側面がある。
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に従い, ⑤財産の管理または処分およびその他の当該目的の達成のため

に必要な行為をすることである (信託法２条１項)。信託は受託者と委

託者との信頼関係を前提として,
(２)
信託契約により, 委託者の財産は受託

者（信託会社等）に移転し, 受託者が信託財産の名義人となり, 当該財

産を管理・処分を行う。受託者は信託財産を管理・処分する際には, 自

身の裁量が全てではなく, 信託目的に拘束され, 受益者の利益を最優先

する任務を負う。

受益者は, 受託者から信託の収益配当を受け取る。受託者は信託財産

の運用, 管理, 処分により, 一定の報酬および費用を受け取る。そのた

め, 受託者は, 善管注意義務, 忠実義務, 分別管理義務などの義務を負
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(２) 現在の「信託」という考え方は, 中世ヨーロッパに起源があるとされ
る。十字軍の兵士となった貴族等は, 長期間, 所有地を離れることになる。
そこで, 残った家族のために, 所有地を信頼できる友人等に管理運用させ
て, その収益を兵士の家族に, 第三者を通じて渡すのである。土地の自由
処分および教団または僧侶への寄付は, 封建制度の下で厳しく規制されて
いました。また, 遺言によって長子以外の子供に財産が承継することもで
きなかった。十字軍の兵士となった貴族等（受託者）は, 信頼のおける第
三者を受託者として, 土地を信託した。受託者が, 第三者と所定の目的に
したがい財産の管理運用を行う。例えば, 兵士が戦争に出征中および戦死
すれば, 妻または子供のため信託された土地を活用して, 収益を配当する。
信託は, 委託者および受託者の信頼関係を基礎とする。しかし, 委託者
の監視が届かない場合, 受託者が信頼を裏切る行為がすることがある。当
時, 受託者がなした利益相反行為の規制または信託契約上の義務を実現さ
せることは, コモンローでは対処が困難であった。委託者および受益者は,
受託者の不当な行為に対し, 衡平法裁判所において, 高僧である大法宮に
訴え, 衡平法の原理にもとづく解決を求めるようになる。この判例が衡平
法 (エクイティー) とよばれるようになる。
衡平法裁判所とは, 国王の印鑑を保管し, コモンロー裁判所における裁
判開始の書類に押印することを業務としていました。その後, 衡平法裁判
所は社会経済の変革に伴い, コモンローでは解決困難な事案について審理
をすることになる（川口恭弘『現在の金融機関と法（第３版)』(中央経済
社, 2010年）99頁参照)｡
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う。他方, 受益者は受託者に対し, 一定の監督是正権を有している｡
(３)
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(３) 信託法および信託業法が受任者に課している中心的な義務は, 善管注
意義務および忠実義務である（井上聡・福田正之・水野大・長谷川紘之・
若江悠『新しい信託』(弘文堂, 2007年）55頁)。
第１に, 信託法において善管注意義務とは, 物または事務を管理・運営
する上において, それをなすべき社会的地位あるいは職業に応じて, 通常
期待される程度の注意を尽くす義務である。例えば, 委任契約について,
受任者は委任の本旨に従い, 善管注意義務をもって委任事務を処理する兼
務を負う (民644条)。信託法は, 信託行為に別段の定めがあるときは,
「その定めによるところの注意」をもって信託事務を処理することを認め
ている (信託法29条３項但書)。すなわち, 信託法は, 受託者の善管注意
義務を「任意規定」としている。信託業法上の善菅注意義務は, それを軽
減することを認める文言は存在しない。信託業法が善菅注意義務を規定す
る趣旨は, 監督当局が受託者保護のために行動する根拠を信託業法上, 明
確にすることである。信託業法に基づく善管注意義務の規定は, 当事者の
合意によって軽減できる任意法規と解することはできない。
第２に, 受託者は, 受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為を
しなければならない (信託法30条)。受託者は, 受益者の利益より自己の
利益を優先させてはならない。そこで, 受託者は忠実義務に基づき, 受益
者の利益を害するおそれがあるものとして, つぎの行為が禁止されている
(信託法31条１項)。
①信託財産を固有財産に帰属させ, または固有財産に属する財産を信託
財産に帰属させる行為である。例えば, 信託財産により株式の運用をして
いる際に, 値上がった株式を受託者の固有財産とし, その代わりに委託者
の固有財産に属する他の株式を信託財産に移すことである。
②信託財産を他の信託の信託財産に帰属させる行為です。例えば, 複数
の委託者から金銭の信託を受けて株式の運用をしている場合, 委託者Ａの
信託財産に属する株式を委託者Ｂの信託財産とし, その代わりに一定額の
金銭をＢの信託財産からＡの信託財産に移すことである。
③第三者との間で信託財産のために行為する際に, 同時に第三者の代理
人となる行為である。例えば, 信託期間中の管理と信託期間満了時の換価
処分を目的として委託者Ａから不動産Ｘの信託を引き受け, 信託終了時に
不動産Ｘを売却する場合, 受託者が他者Ｂを代理して不動産Ｘの売買契約
を締結することである。
④その他, 受託者と受益者との利益が相反する行為である。例えば, 受
託者Ａが委託者Ｂの不動産Ｘの信託を引き受けながら, Ａ自身の都合のた
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２ 信託の受託状況

社団法人信託協会の統計によれば, わが国における信託の受託状況推

移を概観すれば, 平成22年３月末現在の信託受託残高は761.3兆円であ

り, その内訳は, 資産運用型信託が104.0兆円, 資産管理型信託が574.1

兆円, 資産流動化型信託が63.5兆円, その他が19.7兆円である。

信託受託残高は前年度比で17.6兆円の増額であり, 平成14年３月末現

在の信託受託残高は393.0兆円（内訳は, 資産運用型信託が144.5兆円,

資産管理型信託が214.3兆円, 資産流動化型信託が19.8兆円）であった

ことと比較すれば, 約1.94倍の増加である。

これらは商事信託を対象としているが, 数値からも明らかなように信

託制度の利用ニーズは飛躍的に高まっている。今後は, 民事信託制度を

積極的に活用することにより, 当事者の個別事情に即した資産の管理・

処分, および資産の流動化がより活発になることであろう。

３ 受益者の権利

第１に,「信託の収益配当権」である。受益者は, 受託者から, 運用

利益のうち諸費用および信託報酬を差し引いた残額の実績配当を受ける

ことができる。信託財産の運用において損失が出た場合, その損失は受

益者に帰属する。受託者が責任を負う必要はない。

しかし,「運用方法の特定しない金銭信託」以外の金銭信託（指定金

銭信託, 無指定金銭信託）に限り, 損失補填・利益保証を行うことが認

められる。信託は実績配当主義を原則とするが, 銀行定期預金と経済的

機能が類似し, 商品性が競合することの釣り合いからである。なお, 信

託業務を営む金融機関については,「金融機関の信託業務の兼営等に関

する法律」が, 信託契約により, 特定の場合, 元本の補填を認めている
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めに金融機関から借り入れを受けるに際し, 不動産Ｘに抵当権を設定する
ことである。
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(信託兼営法６条)。

第２に,「受託者に対する監督是正権」である。受益者は収益配当権

を確保するため, 受託者に対し, 帳簿閲覧請求および信託違反行為の差

止請求権など, 各種請求権を有している。

第３に,「受託者に対する解任権」である。これは受託者に対する監

督是正権の一つであり, 受託者および受益者は両者の合意があれば, い

つでも受託者を解任することができる。

４ 受託者の義務

受託者は, 委託者との信頼を基礎として, 信託財産の名義人となり当

該財産を運用, 管理, 処分を行う権限を有するとともに, 一定の報酬お

よび費用を受け取る。そのため, 受託者は, ①善管注意義務, ②忠実義

務, ③財産の分別管理義務という基本義務を負う。

（１）信託法上の義務

受託者は, 信託法に基づき, 委託者または受益者に対し, 一定の義務

を負う。受託者の具体的義務は, つぎの内容である。

①信託事務処理遂行義務（信託法29条１項)・善管注意義務（同条２

項), ②忠実義務（信託法30条), ③利益相反行為の制限（信託法31条),

④競合行為の制限（信託法32条), ⑤公平義務（信託法33条), ⑥財産の

分別管理義務（信託法34条), ⑦信託法事務処理の委託における第三者

の選任および監督義務（信託法35条), ⑧信託法事務処理の報告, 帳簿

等の作成, 保存義務（信託法36条, 37条), ⑨損失てん補責任（信託法

40条), などである。

（２）信託業法上の義務

受託者が業として信託行為をなしている場合, 信託業法上の義務も課

せられることになる。具体的義務は, つぎの内容である。
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①信託の引受に際しての禁止行為 (信託業法24条), ②説明義務 (信

託業法25条), ③契約締結前の書面交付義務 (信託業法26条), ④信託財

産状況報告書の交付義務 (信託業法27), ⑤忠実義務・善管注意義務

（信託業法28条１項・２項)，⑥信託財産に関する行為準則（信託法29

条), などである。

第２章 信託活用の利点

信託を利用するメリットとして, つぎのことがいえる。大別して, 委

託者のメリット, 受託者のメリット, 受益者のメリットがある。

１ 委託者のメリット

第１に,「財産の保護」である。例えば, 委託者が有する財産を信託

の設定により受託者に移転するので, 委託者の倒産リスクから財産を遮

断できる。委託者の債権者は, 債務を履行させるため信託財産に強制執

行をかけることができない (信託法23条１項)。また, 委託者が死亡し

た場合でも当初の意図に沿った財産等の承継が可能となる。

第２に,「委託者死亡後の財産管理」である。例えば, 委託者が死亡

した場合でも, 委託者が生前に設定した信託目的に従って受託者が財産

管理を行う。そのため, 当初の意図に沿った財産等の承継および長期に

わたる財産管理が可能となる。

第３に,「税負担の軽減」である。例えば, 個人と個人または一般事

業会社間の不動産譲渡により所有権移転登記と比べ, 信託を原因とした

所有権移転登記では, 登録免許税は軽減される。不動産取得税は信託の

場合, 非課税である。また, 不動産を個人名義で有していた場合, 固定

資産税が負担となることがあるが, 信託財産とすれば委託者個人に固定

資産税を負うことにはならない。

第４に,「委託者の意思尊重」である。委託者が締結した信託契約の

目的により, 受託者が信託財産を運用, 管理, 処分するため, 委託者の

民事信託の活用に係る法的課題
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意思が尊重される。また, 自己信託として, 委託者が受託者となること

もできる。

第５に,「受益者の指定」である。信託契約に基づき, 委託者は様々

な受益者をあらかじめ定めておくことができる。例えば, 委託者が定め

た第１次受益者が死亡し, その受益者が有する受益権につき, 他の者を

第２次, 第３次受益者として定めておき, 受益権を数次にわたり承継さ

せることができる。他方, 遺言では,「私が死亡すればＡに不動産Ｘを

継がせる。Ａが死亡すれば, 不動産ＸをＢに継がせる」という後継ぎ遺

贈を定めることはできない。

第６に,「事業の承継」である。例えば, 現オーナー経営者が後継者

と考える孫に経営能力がなく, 自身が高齢である場合, 事業信託により

事業を一定期間, 他者に事業を信託し, 後継者が経営者として育った段

階で信託を終了させる。または, 後継者がいない場合, 現オーナー経営

者が委託者かつ受益者となり, 他者に事業信託しることも考えられる。

２ 受託者のメリット

第１に,「財産運用に係る責任の限定」である。例えば, 受託者は,

信託事務に関する取引で生じた債務について, 一定範囲で責任が限定さ

れる (信託法216条以下)。受託者は, 委託者および受益者の経済状況等

の事情に左右されずに, 信託目的に従い信託財産の運用, 管理, 処分が

できる。

第２に,「信託財産の隔離」である。受託者の固有財産と信託財産は

法的に独立しており, 受託者の債権者は信託財産に強制執行をかけるこ

とができない。

第３に,「報酬・費用の請求」である。受託者は, 信託財産の運用,

管理, 処分をすることにより, 委託者から報酬・費用を請求することが

できる。

第４に,「手続の簡易化」である。商事信託会社は信託業法に基づく

神戸学院法学 第40巻第２号
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免許, 最低資本金および営業保証金規制の対象となる。しかし, 民事信

託会社の設立は免許・登録が不要であり, 最低資本金および営業保証金

規制の対象ではない。

３ 受益者のメリット

第１に,「収益の確保」である。受益者は自身で財産を運用するより

も, 受託者の信用およびノウハウを活用できる。そのため, 受益者は他

に仕事をしていても, また信託財産の運用に関与していなくても, 信託

の収益配当を受け取ることができる。

第２に,「税負担の軽減」である。個人と個人の財産承継では, 多額

の贈与税または相続税が発生することが予測され, 当事者にとり金銭お

よび心理上の大きな負担となる。受益者は, 信託財産を承継するのでは

ない。受益権を承継するとしても, 信託の対象となった財産そのものを

承継することと比較して, 多額の贈与税または相続税が発生すること考

えにくいである。なお, 受益権に基づく信託の収益配当および受益権の

譲渡益は課税対象となる。

第３に,「受益権の譲渡」である。受益者は受益権を他者に譲渡する

ことができる。また, 受益権を有価証券化することができる。例えば,

Ｐ会社で経営する複数の事業部門のうち, 後継者が得意とするＱ部門を

自己信託とする。受益権を有価証券化して, 資金を有する関係者に譲渡

をして, 投資対象としてもらうのである。詐害信託にならないように留

意する必要はあるが, 従来の会社分割とは異なる組織再編である。

第３章 信託諸法の改正

１ 信託法の改正

（１）改正の概要

2006年に信託法および信託業法が抜本的に改正された。社会・経済活

動の多様化に伴い，各方面で信託の利用が進むようになった。ファイナ

民事信託の活用に係る法的課題
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ンス手法の多様化，土地信託，証券信託，資産流動化に係る信託機能が，

現実のニーズに柔軟な対応ができることが求められるようになった。し

かし，信託に係る法制度と実務との乖離に加え, 法律の定める内容が不

明なこと，規定自体が存在しないこと，旧信託法の強行規定などがネッ

クとなり，信託取引を円滑に実行できないなど弊害が問題となっていま

した。そこで，信託法および信託業法が抜本的に改正された。新信託法

の概要は, つぎの内容である。
(４)

第１に, 旧信託法は強行法規性が強いものであった。新信託法は原則,

任意法規化した。

第２に, 旧信託法は悪質な信託会社を規制する取引法規が強いもので

あった。新信託法は信託が受益者の利益のための制度であることを前提

として, 受益者の権利・利益を保護, 強化し, それに係る行使の規律を

整備した。

第３に, 旧信託法は伝統的な財産管理信託を前提としていた。新信託

法は信託の多様な利用形態を許容している。

第４に, 旧信託法は信託財産と当事者の倒産隔離が不十分であった。

新信託法は信託財産と当事者の倒産隔離機能を強化した。

このように旧信託法は規制が強く, 信託の参入規制が厳格であった。

他方, 新信託法は多様かつ柔軟な形態により信託が積極的に活用される

神戸学院法学 第40巻第２号
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(４) 社会・経済活動の多様化に伴い, 各方面で信託の利用が進むようにな
る。例えば, 法人および個人の富の蓄積が信託法の制定当時とは比較でき
ないほどに進展し, 高齢化および核家族化が進み, 資産管理に関する信託
機能がより期待されるようになる。
また, ファイナンス手法の多様化, 土地信託, 証券信託, 資産流動化に
係る信託機能が, 現実のニーズに柔軟な対応ができることが求められるよ
うになる。
しかし, 法律と実務との乖離があり, 法律の定める内容が不明なこと,
規定自体が存在しないこと, 信託法の強行規定がネックとなり, 取引を円
滑に実行できないなど弊害が問題となっていた。そこで, 2006年に, 信託
法および信託業法が抜本的に改正された｡



(211)

ことを期待した内容となった。反面, 信託を利用したハイリスク・ハイ

リターンな金融商品による被害, 詐欺的な信託スキームが出現する可能

性も少なくない。

（２）具体的規制

前記の改正概要を具体的に指摘すれば, つぎのようになる。

第１としては, 例えば, ①受託者の分別管理義務, ②忠実義務, ③自

己執行義務を維持しながらも, 一定の要件に基づき除外規定を整備して

いる。

また, ④受託者の解任についても, 信託行為に別途の定めがない限り,

委託者および受益者の合意があればいつでも解任できる。このように,

当事者の意思をより尊重する内容に規定を合理化している。しかし, 信

託の本質に反するような内容を信託行為に定めることはできず, 受託者

が負担する各種義務を減免する定めについては制限されている。

第２としては, 例えば, ①受益者が複数の信託における意思決定方法

の合理化, ②信託監督人・受益者代理人制度の創設, ③帳簿等の作成,

保存等に関する規律の整備, ④受託者の行為に対する事前差止請求権の

創設, ⑤受託者の利益相反行為・競合行為規制の強化と一定範囲での許

容, ⑥信託行為により制限できない受益者の権利の明確化, ⑦費用等補

償義務の原則不存在, ⑧受益権取得請求権などである。

第３としては, 例えば, ①信託の併合・分割の制度の創設, ②受益証

券発行信託, ③限定責任信託の各制度の創設, ⑥自己信託, ⑤事業信託,

⑥セキュリティ・トラスティの各設定が可能であることの明確化などが

ある。

第４としては, 例えば, ①受託者からの倒産隔離（信託財産の独立性）

を強化し, 信託財産と受託者の固有財産が識別不能になった際にも, 一

定の範囲で信託財産が確保されることの制度の創設, 受託者の権限違反

行為に対する取り消すことができる範囲と信託財産責任負担債務の範囲

民事信託の活用に係る法的課題
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の明確化, 信託財産と受託者の固有財産の相殺の可否の規制整備, ②委

託者・受益者からの倒産隔離を強化し, 詐害信託および信託の終了に関

する規定の整備, ③信託財産の破綻リスクに対応するため, 信託の積極

財産を超える信託債務を負担するなどの信託財産自体が破綻する可能性

を前提として, 限定責任信託制度および信託財産の破産手続の規定を創

設している。

（３）信託の併合・分割制度

信託の併合（会社の合併に相当）と信託の分割（会社の分割に相当）

については, 社会的なニーズから創設された。信託法は, 信託の併合・

分割の手続を明確化し, 関係当事者間の適切な利害調整を図る規定を設

けている。

２ 信託業法の抜本的改正

新信託業法の改正概要は, つぎの内容である。第１に, 受託可能財産

の範囲の拡大である。第２に, 信託業の担い手の拡大である。

第１としては, 例えば, 金銭, 金銭債権, 有価証券, 土地, 動産, 地

上権・土地の賃借権に加え, 財産一般（知的財産, 担保権等）の受託が

可能である。

第２としては, 例えば, 信託兼営金融機関, 信託会社, 管理型信託会

社, グループ企業内の信託, 技術移転機関, 信託契約代理店, 信託受益

権販売業者制度がある。

新信託業法は, 信託の引受けの対象となる財産範囲を撤廃するととも

に, 信託取引に多用な担い手の参入が可能である。そして, 受益者保護

を充実している。

信託業法の抜本的改正により信託業への参入規制が大幅に緩和された。

信託業の免許がなくても, 登録で営むことを認め (信託業法７条１項),

企業グループ内信託 (信託業51条), 特定大学技術移転事業にかかる信

神戸学院法学 第40巻第２号
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託 (信託業法52条) が特例として認められた。
(５)

第４章 受託者の行為規制

１ 信託法上の規制

信託は他人の財産の管理または処分を行うため, 受託者には信託法に

基づく種々の規制が課せられる。

第１に, 資格制限である。例えば, 未成年者, 成年被後見人・被保佐

人は受託者となれない (信託法７条)。民事信託では, 原則として信託

業法の適用はなく, 受託者は欠格事由に該当しなければ, 自然人または

法人を問わず, 法人には会社（株式会社・持分会社・特例有限会社),

一般社団法人, 一般財団法人等を含む。

第２に, 受託者の行為規制である。例えば, 受託者は, 信託の本旨に

従い, 信託事務を処理しなければならない (信託法29条１項)。そのた
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(５) 2006年に信託法および信託業法が全面改正され, 信託業への参入規制
が大幅に緩和された。
第１に，信託財産の管理・処分の方法において受託者の裁量が生じない
ように設定できる管理型信託業が規定された（信託業法２条３項)。
第２に，信託業の免許がなくても登録で営むことを認め（信託業法７条
１項)，管理型信託業の登録は３年ごとの更新でよい（信託業法７条２項)。
第３に，①同一の会社集団に属する者の間における信託（企業グループ
内の信託会社）(信託業法51条)，②特定大学技術移転事業にかかる信託
（技術移転機関。承認 TLO (Technology Licensing Organization) による
信託）(信託業法52条）が特例として認められた。これらは, 企業グルー
プ間の知的財産権の一括集中管理, 技術移転機関による大学発明などの一
元管理, および産業界への技術移転の促進を容易にする制度である。
これらの特例は, 企業グループ間の知的財産権の一括集中管理, 技術移
転機関による大学発明などの一元管理, および産業界への技術移転の促進
を容易にする制度である。企業グループ内信託の引受けは, 内閣総理大臣
への届出でよく, 承認 TLOによる信託の引受けには管理型信託会社と同
様に登録でよいのである。組織形態として株式会社にすべき要件はなく,
最低資本金の定めもない。財団法人または学校法人がこれら信託の受託者
となることができる。
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め, 受託者は, 信託事務において善管注意義務を負い (信託法29条２項),

受益者のために忠実義務を負う (信託法30条)。

信託財産は, 受託者の固有財産および他の信託財産とは分別管理を要

する (信託法34)。受託者の善管注意義務は任意規定であるが（信託法

29条２項但書), 受託者の行為規制を信託契約の定めによって軽減する

ことは困難である｡
(６)

２ 信託業法上の規制

受託者が信託を業として, 営利目的で継続反復して行う場合, 信託業

法に基づく厳格な義務が課せられる。

信託業とは, 信託の引受けを営業として行うことである（信託業法２

条１項)。信託業を営む信託兼営金融機関, 信託会社は, 内閣総理大臣

の免許, 資本金規制, 営業保証金の供託の規制を受ける。これらは, 信

託の引受けを営業として行う。営業とは, 信託法に基づく信託を営利の

目的をもって反復継続して行うことである。

また, 管理型信託会社, 技術移転機関（承認TLO), 信託契約代理店

は登録制である。さらに, グループ企業内の信託は, 届出制である。

では, どのような状況であれば, 信託の引受けを「反復継続して行う」

ことになり, 信託業に該当することになるのかが問題となる。例えば,

グループ企業内の信託では, 当事者が一定範囲で限定されていながら多

数にのぼり, 反復継続して行うことが想定される。しかし, 委託者およ

び受益者の保護に反する信託となることは生じにくく, 信託の引受けに

ついては, 信託会社の設立後の届出制となっている。

当事者が限定されており, 委託者および受益者の保護に反しないよう

な事業の信託の引受けについては, 設立後の登録制となっている。

神戸学院法学 第40巻第２号
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３ 自己信託における適用除外

自己信託につき, 50人超の投資家から資金調達しない場合, 信託業法

の規制を受けない（信託業法50条の２)。受益者が50人以下なら信託業

法の規制は受けないが, 受益者の人数は信託毎にカウントするため, 少

人数の信託を繰り返しても信託業法の規制を受けることはない。

しかし, 信託法により, 信託受益権を有価証券として発行し, 不特定

多数からの資金調達のために, 自社の事業の一部等を自己信託する場合,

信託業法の規制に服する。業として信託会社を営む会社に支払う費用は

一般的に高額であり, 自己信託することが考えられる。

事業信託については, 反復継続性および営利性があるか否かにより信

託業法の規制を受けるが否かが決まる。例えば, 事業再編目的なら反復

継続的とは言えないので適用外になる。
(７)

４ 多様な信託の創設

信託法の改正により, 多様な信託が創設された。以下, その概要を紹

介する。

（１）信託の併合・分割制度

信託の併合（会社の合併に相当）と信託の分割（会社の分割に相当）

については, 社会的なニーズから創設された。信託法は，信託の併合・

分割の手続を明確化し，関係当事者間の適切な利害調整を図る規定を設

けている。

（２）自己信託

自己信託とは, 委託者と受託者が同じである信託をいう（信託法３条

３号)。自分で帳面 (勘定) を分けて, 自分を「信じて託する」のであ

民事信託の活用に係る法的課題
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(７) 新井誠『信託法（第３版)』(有斐閣, 2008年）135頁。
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る。とりわけ, 資産流動化システムでの活用が期待される。

（３）限定責任信託

限定責任信託とは, 信託法において「受託者が当該信託のすべての信

託財産責任負担債務について信託財産に属する財産のみをもってその履

行の責任を負う信託」である（信託法２条12項)。限定責任信託は，受

託者の責任財産の範囲を信託財産に限定するものであり, 受託者が信託

を引き受けやすくなる。
(８)

（４）受益証券発行信託

受益権を表示する証券（受益証券）を発行し, それを有価証券化して

流通させる信託である。信託を用いた金融商品の利便性が高る。

受益証券の発行, 受益権原簿制度, 関係当事者の権利義務など, 詳細

な規定が設けられている。

（５）担保権の信託

担保権の信託（セキュリティ・トラスト）とは, 担保権設定者を委託

者, 担保権者を受託者, 債権者を受益者として担保権を設定する信託の

ことである。

債務者を委託者, 担保権者を受託者（信託銀行・信託会社), 債権者

（金融機関）を受益者として信託を設定する。シンジケート・ローンな

どにおいて, 担保権の管理を行う手法として高い期待が寄せられている。

（６）目的信託

目的信託とは受益者の定めがなく, 一定の目的のために設定する信託

である（信託法258条, 259条)。事業貢献者に奨励金を支給する私的ノ

神戸学院法学 第40巻第２号
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(８） 井上聡他・前掲注(３)254頁。
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ーベル賞, 創業者記念館, 慈善またはボランティア基金, 委託者の死後

における財産管理およびペットの飼育, 地域における災害復旧などの目

的のため, 個人財産を信託会社に信託する。公益を目的とした信託（公

益信託）に限定されない。

（７）受益者連続信託

受益者連続型信託は, 財産分割の新たな手法である。①息子の嫁に遺

産をやりたくない, ②妻の再婚相手に相続させたくない, ③後継者が幼

少のための対策など, 相続問題に多様な活用が期待されている。

（８）家族信託

家族信託は, ①遺言代用の信託, ②後継ぎ遺贈型の受益者連続に関す

る規定がある。個々の家族の事情にあわせて, 配偶者および子供の生活

保障, 個人事業の承継などを実現するための手段として活用が期待され

ている。

（９）遺言代用信託

遺言代用信託とは, ①委託者が死亡すれば, 受益者となる者として指

定された者が受益権を取得する定めのある信託（信託法90条１項１号),

②委託者の死亡を始期として, 受益者が信託財産にかかる給付を受ける

権利を取得する定めのある信託（同項２号), である。

遺言代用信託は, 民法の遺言のような厳格な要式性によることなく,

生前に死亡後の財産の処分方法について信託行為をもって定める。遺言

代用信託は，民法上の遺留分減殺請求の対象となるため，遺留分に配慮

する必要がある。

（10）公益信託

公益信託とは, 委託者（個人または企業など）が拠出した財産を受託

民事信託の活用に係る法的課題
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者に信託し, 受託者が公益目的（学術, 技芸, 慈善, 祭祀, 宗教等）に

従い, その財産を管理・運用して, 不特定多数の方のために役立てるこ

とである。受益者の定めのない信託である。

公益信託は，受託者において主務官庁の許可を受けることを要し（公

益信託法２条１項)，主務官庁の監督を受ける（同法２条２項)。

（11）知的財産権の信託

知的財産権の信託として, ①第三者による権利侵害からの保護・効率

的な管理を目的として設定される管理信託, ②資金調達の手段として用

いられる流動化型信託, ③企業が保有する特許権の一括管理を目的とし

た特許権の管理信託, ④映画の著作権を信託財産として資金調達を行う

信託が設定されている。
(９)

（12）事業の信託

事業の信託とは, 株式等の承継により会社の事業を個人後継者（旧代

表者の子供）に引き継がせるのではなく, 財産と債務の集合体としての

事業そのものを信託に移転させる取引である。
(10)

神戸学院法学 第40巻第２号
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(９） 井上聡他・前掲注(３)205頁。
(10) 事業信託とは, 株式等の承継により会社の事業を個人後継者（現代表
者の子供等）に引き継がせるのではなく, 財産と債務の集合体としての事
業そのものを信託に移転させる取引である。一定期間, 事業の運営を受託
者にゆだね, 信託期間の満了後に受益者に事業を帰属させる。対象会社の
事業を負債も含め, 信託の対象とする。従来のオーナー経営者は受益者と
なる。
事業信託の活用場面として, つぎの状況が考えられる。
第１に, 会社の後継者対策である。後継者がいない場合, または後継者
が育つまで, 経営能力のある第三者に事業を信託するのです。中継ぎ的に
信託を活用し, 将来後継者が経営者として育った場合, 信託を終了し, 後
継者が自身で当該会社の経営を行う。また, 信託を継続して, 受益者のま
までいることも当然に可能である。
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一定期間，事業の運営を受託者にゆだね，信託期間の満了後に受益者

に事業を帰属させるのです。対象会社の事業を負債も含め，信託の対象

とする。従来のオーナー経営者は受益者となる。

第５章 民事信託の種類

民事信託とは, 信託の受託者が営利を目的としないで引き受ける信託

である。従来, 信託は信託兼営金融機関および信託会社が内閣総理大臣

の免許を受けて信託業を営む商事信託が中心であった。

しかし, 信託法の改正により, 個人または中小企業の経営者の意図を

実現するため，委託者と受託者の間で独自の信託契約を締結し，様々な

コストを抑えつつ，信託のメリットを生かすことができるようになった。

民事信託を担う受託者は一定の資格要件があるが（信託法７条), 信託

業法の適用はなく, 自然人または法人を問わない。また, 信託会社の設

立において免許・登録等が不要である。

本章では, ①自己信託, ②限定責任信託, ③知的財産権の信託, ④金

銭信託について検討する。

民事信託の活用に係る法的課題
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現オーナー経営者が委託者として, 生前に信託会社と信託契約を結び,
オーナー自身が受益者となり, 相続によって受益権を承継者 (後継者) に
相続させることが多いと考えられる。
第２に, 会社分割的な活用である。会社が所有する多数不動産の賃貸な
ど, 高度な経営能力をあまり要しない事業は, 経営能力が未だ備わってい
ない後継者が経営する。他の事業は信託会社に事業信託をして受益者とな
り, 信託終了後に後継者自身で経営する。後継者が経営能力を身につける
まで, 時間的猶予となった。
第３に, 遺産分割に関する活用である。現オーナー経営者の長男Ｘに経
営能力がない場合, 事業部門Ａを信託受益権で相続させる。他方, 経営能
力のある長女Ｙに事業部門Ｂを相続させます。同族間の紛争を予防するこ
ともできる（今川嘉文『事業承継の理論と実際』(信山社, 2009年）189頁,
有吉尚哉「事業承継における「事業の信託」の利用可能性」ビジネス法務
2008年８巻５号122頁以下)。
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１ 自己信託

（１）自己信託とは

自己信託とは, 委託者と受託者が同じである信託である（信託法３条

３号)。すなわち, 一定の目的に従い, 自己の有する一定の財産の管理,

処分およびその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨

を公正証書等の書面または電磁的記録で行うものである。

自分で帳面 (勘定) を分けて, 例えば,「私Ｐは自己名義の土地建物

を子供Ｑのために受託者として管理する｡」と宣言して信託を設定する。

自己信託は, とりわけ資産流動化システムでの活用が期待される｡
(11)

（２）自己信託の問題点

自己信託であっても, 受託者は受益者に義務を負い, 受益者が受託者

に受益権を有する。他の信託と異なり, 自己信託は委託者から受託者に

財産の移転がなく, いつ信託の効力が発生したのか第三者から分かりに

くい。そのため, 委託者の債権者を害するおそれがある。

例えば, 委託者の債権者が委託者の財産に差押えをする際に, 委託者

が自分の家族を受益者として差押えより前の日付で自己信託を設定する。

そして,「この財産はもはや私の固有財産ではない。あなたは差押えで

きないよ｡」と主張するかもしれない。

そこで, 信託法は, このような弊害に対処するために, 自己信託の設

定においては, 一定の要件が定められている。

（３）自己信託の要件

自己信託の濫用を防ぐ措置として, 以下を要件とする。

第１に, 信託の設定は, 公正証書を要する。公正証書以外の書面によ

神戸学院法学 第40巻第２号
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(11) 北浜法律事務所・外国法共同事業編『新信託の理論・実務と書式』
(民事法研究会, 2010年）224頁｡
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るときは, 受益者となるべきものとして指定された第三者に対する確定

日付のある証書による通知を要する。

第２に, 委託者の債権者は, 信託として別に管理されている財産に対

しても強制執行できる。

第３に, 信託設定が真正になされたことを弁護士, 公認会計士, 税理

士等にチェックさせるなどの義務が求められる。

自己信託は, 繰り返し行う場合であっても業として信託を「引き受け

る」とはいえず, 信託業には該当しない。しかし, 自己信託の受益権者

が50名以上である場合, 信託の設定をしようとする者は, ①内閣総理大

臣の登録を受ける義務, ②信託設定が真正になされたこと, 信託財産の

評価額等について弁護士，公認会計士，税理士等による調査を受ける義

務を負う（信託業法50条の２, 信託業法施行規則51条の２, 同規則51条

の７)。

自己信託の活用方法として, 以下が考えられる｡
(12)

（４）自己信託の活用方法

自己信託は一定の弊害が懸念されることから, 厳格な要件が定められ

ているが, 多様な活用方法が期待されている。例えば, 以下が考えられ

る。
(13)

民事信託の活用に係る法的課題
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(12) 信託登記実務研究会編『信託登記の実務』(日本加除出版, 2009年）
６頁, 250頁。北浜法律事務所・外国法共同事業編・前掲注(11)238頁。
(13) 自己信託の課税について, 信託を設定した段階では, 同じ法人内での
移動に過ぎないため, 法人税は賦課されない。信託財産から生じる毎年の
所得については, 受益者課税ではなく, 法人課税となる。ただし, 自己勘
定部分と信託勘定部分はそれぞれ別後の単体法人とみなして別個に法人税
の申告を行う (法人税法４条の６)。
「自己信託」において, 法人が委託者となる場合, 毎年の所得について,
受託者に対し法人税が課される。具体的には, つぎの内容である。
第１に, 当該法人の事業の重要な一部または全部が信託され，かつその
受益権の100分の50を超えるものを, 当該法人の株主に交付することが見
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（イ）企業組織再編の効果

事業承継の対象会社において, 後継者に経営能力がないため, 能力の

ある第三者に信託させるだけでなく, 自社に優秀な人材がいる場合であ

っても, 自己信託は有用である。

自己信託は,「自ら信託行為をする｡」と信託宣言をして, 事業自体を

分けることができる。この宣言を, 信託宣言という。企業組織再編の法

的手続を簡素化し, 分社または同等以上の効果が見込まれる。

しかも, 信託を設定した段階では, 信託財産は同じ法人内での移動に

すぎないため, 課税が生じない。また, 後継者が複数存在する場合, 同

族内での紛争防止になる。

（ロ）事業承継と信託受益権

相続人である後継者が事業承継の対象会社の自社株式を相続した場合,

納税資金を工面する必要がある。会社が自己株式として買取るにしても,

剰余金の分配可能額の範囲内という規制がある（会社法461条１項)。

そこで, 後継者は, ある事業部門を自己信託し, その信託受益権につ

き現預金を比較的多く相続した相続人に買取ってもらうことで納税資金

とすることができる。

オーナー経営者が生前中に, ある事業部門を自己信託し, それを後継

神戸学院法学 第40巻第２号
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込まれるもの」は，受託者の国有財産から生ずる所得とは区別して法人税
が賦課される（法人税法２条29の２ハ(１), 法人税法施行令14条の５第１
項・２項)。
第２に, 受託者がその法人またはその法人との間に特殊の関係のある個
人若しくは法人（特殊関係者）であり，かつ，その信託財産の存続期間が
20年を超えるものである（法人税法２条29の２ハ(２), 法人税法施行令14
条の５第３項・５項)。20年以下なら法人税は賦課されない。
第３に, 受託者がその法人またはその特殊関係者であり，かつその受益
権の一部をその法人の特殊関係者が保有する信託で，その特殊関係者に対
する損益の分配割合が変更可能である信託である。委託者の法人に対し課
税される（法人税法２条29の２ハ(３), 法人税法施行令14条の５第６項)。
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者に相続させることで, 前記の方法を採れば事業承継の対策となる。

２ 限定責任信託

（１）意 義

限定責任信託とは, 信託法において「受託者が当該信託のすべての信

託財産責任負担債務について信託財産に属する財産のみをもってその履

行の責任を負う信託」と定義されている（信託法２条12項)。

このように限定責任信託は, 受託者の責任財産の範囲を信託財産に限

定するものである。そのため, これにより受託者が信託を引き受けしや

すくなる。

旧信託法は, 信託事務に関する取引から生じた債務について, 受託者

の固有財産および信託財産が共に責任財産となることを原則としていた。

この原則は, 受託者の負担が過度に重くなる危険性があり, 信託事務

に関する取引から生じた債務について責任財産を信託財産に限定したい

というニーズがあった。それを満たすためには, 受託者が債権者と個別

に責任財産限定特約を結ぶ必要がある。しかし, 当該特約に賛同しない

債権者は拘束されない。また, 当該特約に賛同しない債権者に対する債

務のほうが問題となる場面が多く, 特約だけで対処することは不十分で

あった。そこで, 受託者の有限責任を認める制度として, 信託法は限定

責任信託の制度を創設した。

これにより, 限定責任信託は, 信託のより一層の活発な利用を促進す

ることができる。とりわけ, 資産の流動化, 専門的な能力・技術を要す

るが, 莫大な費用がかかるプロジェクト事業の実施, 信託事務から生じ

る債務に無限責任を負うことのリスクが高い事案, 資産管理の方法とし

て親族が無報酬で受託者になる事案場面などでの利用が期待されている。

ただし, 限定責任信託においても, 受託者が信託事務を処理するうえ

での不法行為による債務は, 信託財産のみならず, 固有財産も引当てに

なる。

民事信託の活用に係る法的課題
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（２）債権者保護

信託法は, 受託者の責任が信託財産に限定される限定責任信託を認め

ている一方, 債権者保護のための規定を整備している。

例えば, 限定責任信託は, 登記が要求され, 法務省令で定める方法に

より算定される給付可能額を超えて受益者に信託利益の給付を行うこと

はできない。

また, 受益証券発行限定責任信託は, 一定以上の資産額の信託につい

て, 会計監査人の監査が義務づけられている。

（３）設定要件

限定責任信託は, 信託行為において, 信託財産責任負担債務について

受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う旨の

定めをなし, 登記をすることによって, その効力が生じる（信託法216

条１項)。

登記を要する理由は, 信託債権者の責任財産を信託財産に限定するこ

とについて一定の事項が公示され, 取引関係に入ろうとする第三者に対

する予見可能性が確保される客観的状況が作出されてはじめて効力を認

めるのが適当と考えるからである。

３ 知的財産権の信託

知的財産権の信託は, 知的財産を活用する手法として高い期待がなさ

れている。知的財産権の信託には, つぎが考えられる。

①第三者による権利侵害からの保護・効率的な管理を目的として設定

される管理信託, ②資金調達の手段として用いられる流動化型信託, ③

企業が保有する特許権の一括管理を目的とした特許権の管理信託, ④映

画等の著作権を信託財産として資金調達を行う信託, などである。

なお, 信託業法改正により, 営業信託における受託可能財産の制限が

撤廃された。その結果, 信託銀行および信託会社が, 知的財産権（特許

神戸学院法学 第40巻第２号
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権, 著作権等）を受託することが可能である。

第６章 民事信託の活用

１ 民事信託の期待

従来, 信託は信託兼営金融機関および信託会社が内閣総理大臣の免許

を受けて信託業を営む商事信託が中心であった。しかし, 信託法の抜本

改正により, 信託制度が身近なものとなり, 民事信託の積極的な活用が

期待されている。そこで, 民事信託を活用した事例を, つぎに例示す

る。

２ 民事信託の活用事例

（１）前提となる事実

民事信託を活用した財産管理を, 具体的事例により考えてみる。例え

ば, A1 は不動産を複数所有（Ｘ･Ｙ･Ｚ）している。家族は, 配偶者A

2, 長男Ｂ, 長女Ｃである。長女ＣはＰ会社を経営し, A1 からＰ会社

本社の敷地として土地Ｘを借りている。

Ｑ銀行は, Ｐ会社に対する融資の担保として, Ｘに抵当権しており,

A1 はその債務につき連帯保証をしている。高齢となった A1 は, 土地

ＸをＣ, 土地Ｙ･ＺをＢに承継させたいと思っている。

また, A1 の手持ちの現預金は少なく, Ｃが経営するＰ会社の業績に

照らし, Ｑ銀行からの強制執行をとても心配している。

（２）民事信託の活用

民事信託をこの場面で活用するには, つぎの方法が考えられる。

第１に, A1 の財産を信託するもの（Ｙ･Ｚ), 信託しないもの（Ｘ）

に分類する。第２に, Ｂが, 民事信託会社Ｒ会社を設立し, A1 とＲ会

社との間で, 信託契約を締結する。信託財産は不動産Ｙ･Ｚである。第

一次受益者をA1 に, 第二次受益権をA2, 第三次受益権をＢに指定す

民事信託の活用に係る法的課題
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る。第３に, A1 が死亡後, 受益権をA2, Ｂに承継する。

（３）民事信託の利点

民事信託の利点は, ①財産の保護, ②税負担の軽減（譲渡所得税, 登

録免許税）等が考えられる。

信託会社Ｒ会社が対象不動産（本件では, Ｙ･Ｚ）の名義人になるた

め, Ｐ会社の財務状態の悪化から, 委託者A1 の財産を守ることができ

る。

また, 信託会社Ｒ会社の固有財産と信託財産（本件では, Ｙ･Ｚ）は

法的に独立しており, Ｒ会社の倒産の影響も受けない。

第７章 福祉信託の手法

わが国では, 高齢化および核家族化が急速に進み, 高齢者および障害

者の財産管理を法的に保護し, 委託者の要求または財産の状況にあわせ

たスキームの構築が求められている。
(14)

また, 高齢者自身, 配偶者その他の親族の生活保障に加え, 委託者が

会社を経営している場合, 後継者の確保による事業の維持および承継等

をいかにスムーズに行っていくかは, 当事者だけでなく, 社会全般に係

る問題である。
(15)

そこで, 福祉信託の活用が考えられる。しかし, 福祉信託の概念は多

岐にわたるため, 本章では, ①目的信託, ②受益者連続型信託, ③家族

信託, ④遺言代用信託, ⑤年金信託, ⑥公益信託について検討をする。
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１ 目的信託

（１）概 説

目的信託とは, 受益者の定めがなく, 一定の目的のために設定する信

託である（信託法258条, 259条)。設定方法として, ①信託契約による

方法, ②遺言による方法, がある。どちらも信託存続期間は20年を超え

ることはできない。
(16)

目的信託の活用方法として, 例えば, 以下が考えられる。

（イ）特定目的の信託利用

事業貢献者に奨励金を支給する私的ノーベル賞, 創業者記念館, 慈善

またはボランティア基金, 委託者の死後における財産管理およびペット

の飼育, 地域における災害復旧, 子育て支援などの目的のため, 個人財

産を受託者に信託するのである。

従来, 受益者の定めのない信託は, 自然保護または学費助成など公益

を目的とした信託（公益信託）に限って認められていました。信託法は

このような制限を設けていない。

（ロ）相続のバイパス

例えば, Ｘの推定相続人Ａが浪費家であり, 孫Ｂに遺贈をしても, 財

産を管理する親（相続人Ａ）が使い込んでしまう場合がある。

そこで, Ｘが孫Ｂに遺贈した財産につき, 死後の財産管理を受託者Ｙ

に委託する。将来, 受益者としては孫Ｂがなる。贈与税が課されるが,

親Ａに浪費されてなくなってしまうよりも良いかもしれない。

（２）目的信託の課税

目的信託の課税は, ①信託契約による目的信託の課税（委託者は, 個
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(16） 北浜法律事務所・外国法共同事業編・前掲注(11)286頁。
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人・法人ともに可), ②遺言により設定された目的信託の課税（委託者

は, 個人のみ）がある。

第１に, 生前に信託契約によって, 信託財産が委託者から受託者に移

転する。委託者に対して譲渡所得税が賦課される。受託者である信託会

社では, その受贈益に対して法人税がかかる。

第２に, 遺言により設定する目的信託の場合, 相続開始によって効果

が発生する。課税関係は前記の第１と同様である。委託者が死亡した場

合, 相続人は委託者の地位を引き継ぐことはできない (信託法147条)。

２ 受益者連続信託

（１）概 説

受益者連続信託は, 財産分割の新たな手法である。

例えば, 受益者Ａの死後はＢを受益者とし, Ｂの死後はＣを受益者と

する旨の定めをする信託である（信託法91条)。信託から30年を経過し

た後, 指定された受益者が死亡する, または受益権が消滅するまでの間,

効力を有する。

受益者連続型信託の活用方法として, 以下が考えられる。

（イ）相続の対策

例えば,「息子の嫁に遺産をやりたくない。息子に相続させた財産は

すべて孫に相続させたい｡」という信託契約である。

すなわち,「自分の遺産は相続人である息子が受け取る。しかし, 息

子に相続がなされると, 息子が死亡すれば, その財産の半分は息子の嫁

に相続されてしまう。孫もその頃には成人しているので, 息子の死後は

孫に相続させたい｡」という旨を信託契約するのである。

息子の妻には遺留分はあるが, 財産分割の新たな手法といえる。
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（ロ）後継者が幼少のための対策

後継者である子供Ａが幼少のため, 妻Ｂに事業を承継させて, 本来の

後継者が育成してからを子供に事業を継がせる。妻の再婚相手Ｃに事業

および財産を持っていかれる心配をなくすためである。

従来は, 財産がいったん相続人の財産となると，相続人の個人財産と

なり，その後の承継についてその人の私有財産となり, 指図はできなか

った。受益者連続信託は, このような場合, 有用である。

（２）課 税

例えば, 委託者Ａが受託者（信託会社）と信託契約を締結する。Ａの

死亡により, Ｂ（相続人）が受益権を取得するが, Ｃを受益者としてお

けば, Ｃに対し遺贈により取得したものとみなして, 相続税を課すこと

になる。

３ 家族信託

家族信託として, 例えば, ①遺言代用の信託, ②後継ぎ遺贈型の受益

者連続に関する規定がある。

第１に, 遺言代用の信託とは, 例えば, ①委託者が受託者に財産を信

託する, ②委託者自身を自己生存中の受益者とする, ③自己の配偶者ま

たは子などを死亡後受益者とする。

死亡後受益者とは, 委託者の死亡を始期として, 受益権または信託利

益の給付を受ける権利を取得する者である。

家族信託は, 自己の死亡後における財産分配を信託によって達成する。

そして, ①委託者が死亡後受益者を変更する権利を有すること, ②死亡

後受益者は委託者が死亡するまでは受益者としての権利を有しないこと

などの特徴がある。

第２に, 後継ぎ遺贈型の受益者連続に関する規定がある。後継ぎ遺贈

型の受益者連続とは, 例えば, 夫が生前には自らを受益者として, 夫の
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死後は妻を, 妻の死後はさらに長男を連続して受益者とする旨を定める

信託である。個々の家族の事情にあわせて, 配偶者および子供の生活保

障, 個人事業の承継などを実現するための手段として活用が期待される。

４ 遺言代用信託

（１）定 義

遺言代用信託とは, ①委託者が死亡すれば, 受益者となる者として指

定された者が受益権を取得する定めのある信託（信託法90条１項１号),

②委託者の死亡を始期として, 受益者が信託財産にかかる給付を受ける

権利を取得する定めのある信託（同項２号), である。
(17)

遺言代用信託は, 民法の遺言のような厳格な要式性によることなく,

生前に死亡後の財産の処分方法について信託行為をもって定める。死因

贈与と類似の機能を有する。

旧信託法では遺言代用信託に関する規定がなかったが, 信託法は遺言

代用信託に関する規定を明確に定めている（信託法90条)。遺言代用信

託は, 民法上の遺留分減殺請求の対象となるため, 遺留分に配慮する必

要がある。

（２）受託者に対する監督

遺言代用信託は, 委託者による受益者変更権の留保が規定されている

（信託90条ｌ項)。また, 受託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に

かかる給付を受ける旨の定めのある信託では, 受託者が死亡するまでは

受益者としての権利を有しない（同条２項)。

遺言代用信託では, 委託者の生存中に受益者が存在しない場合等が想

定され, 受益者による受託者に対する監督が期待できない。そこで, 委
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託者が, 受益者の定めのない信託における委託者の権利と同様の権利を

有する（信託148条)。委託者による受託者に対する監督が可能である。

委託者が死亡した後, 受益者となるべき者が現存しない場合（例えば,

当該者が胎児である), または受益者として受託者に対する監督的権能

を行使できな（例えば, 当該者が幼少である）が想定される。

そこで, 信託管理人等に関する規定等を信託の際に設けておく必要が

ある。

（３）遺言信託との相違

遺言代用信託は契約による生前処分であるが, 遺言信託は遺言という

単独行為による死後処分であるという点で違う。そのため, 遺言信託に

は遺言の方式および効力に関する民法上の規定が適用され, 厳格な遺言

の方式を履践する必要がある。

また, 財産の引渡しには遺言執行者による執行を経なければならない

（民法1012条参照)。公正証書遺言の場合を除き, 家庭裁判所の検認の

手続（民法1004条参照）を経る必要がある。

他方, 遺言代用信託は, 契約であるのでかかる手続は不要であり, 受

益者は受託者の死亡後速やかに給付を受けることが可能である。

５ 年金信託

年金信託は, 企業がその従業員に退職後の年金または一時金を支給す

るために, 必要な拠出金を信託することである。適格退職年金信託（他

益信託）および厚生年金基金信託 (自益信託) などがある。

第１に, 適格退職年金信託とは, 法人税の優遇措置 (拠出金が損金扱

いになるなど) を受けるため, 信託契約の内容が政令に定める要件を満

たす (適格) ものである。

適格退職年金信託では, 委託者 (企業) と受益者 (従業員) が異なる

ため, 他益信託である。適格退職年金信託は, 平成24年３月末までに廃
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止される。

第２に, 厚生年金基金信託とは, 企業とは別に, 従業員が加入者であ

る厚生年金基金が設立し, この基金が拠出金を受託者に信託し, 年金,

一時金の給付などの業務を行う。

厚生年金基金が信託の委託者と受益者となるため, 自益信託である。

厚生年金基金信託には, 税金の優遇措置が認められている。

６ 公益信託

公益信託とは, 委託者（個人または企業など）が拠出した財産を受託

者に信託し, 受託者が公益目的（学術, 技芸, 慈善, 祭祀, 宗教等）に

従い, その財産を管理・運用して, 不特定多数の方のために役立てるこ

とである。受益者の定めのない信託である。
(18)

公益信託は, 公益法人（例えば, 財団法人）と類似の機能および規律

を有している。公益信託は, 昭和52年に信託銀行が取扱いを始めた。そ

の後, 個人の財産蓄積・企業の社会貢献活動の高まりなどを背景に着実

に増加し, 奨学金の支給, 学術研究への助成, 海外への経済および技術

協力, まちづくり, 自然環境保護活動への助成など幅広い分野で活用さ

れることが期待されている。

公益信託は, 受託者において主務官庁の許可を受けることを要し（公

益信託法２条１項), 主務官庁の監督を受ける（同法２条２項)。

第８章 民事信託の課題

１ 詐害信託の取消し

（１）債権者詐害信託とは

民事信託の留意点として, 債権者詐害信託に該当しないように注意が

必要である。例えば, 当事者が関係する会社の財務状況が極めて悪化し
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た時点で, 信託会社を活用した方法をとれば, 債権者詐害信託に見られ

かねない。
(19)

債務者である委託者が, その債権者を害することを知りながら, 自己

の債務履行または強制執行を逃れるために信託を設定したような場合,

受託者が善意であっても, 当該信託は「債権者詐害信託」となる。
(20)

（２）詐害信託の対処

委託者の債権者は, 訴えによって詐害信託行為の取消しを請求できる

（信託法11条１項)。受託者の善意・悪意を要件としていないのは, つ

ぎの理由による。受託者は委託者に対価を支払ったうえで信託財産を取

得していない。受託者が委託者の詐害行為に係る事情を知らず, 詐害信

託行為の取消請求が認容されても, 直ちに損害を被ることにはならない

からである。

委託者の債務には, 自ら不動産に第三者の担保を設定した場合, およ

び第三者の連帯保証人あるいは連帯債務者になった場合などの債務も含

まれる。

また, 信託が設定された当時, すでに事業資金の弁済が滞っており,

自己所有の不動産をもって弁済することが十分に想定された場合なども,

当該信託が債権者詐害信託として取消しの対象になる可能性がある。

しかし, 例えば, 受益者が受益権を譲り受けた際に, 委託者の債権者

を害すべき事実を知らなかった場合, 信託を取り消すことはできない

（信託法11条１項但書)。善意の受益者を保護するためである。

委託者は事情を知らない善意の第三者に受益権を付与することにより,

詐害信託の取消しを回避する可能性がある。そこで, 委託者の債権者は
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詐害信託全体の取消しではなく, 事情を知っていた受益者が受託者から

受けた信託財産の給付を個別に取り消す請求ができる。また, 委託者の

債権者は当該受益者の受益権を委託者に譲り渡すことを請求できる（信

託法11条４項 ･５項)。

他方, 自己信託は, 委託者の財産隠匿に悪用される危険性が少なくな

い。そこで, 信託設定前から委託者に債権を有していた者は, 受益者の

全部または一部が受益権を譲り受けた場合, 当該債権者を害すべき事実

を知らなかったときを除き, 詐害信託を取り消すことなく, 委託者に対

し債権回収のために, 信託財産に強制執行することができる (信託法23

条２)。

２ 受託者の破綻懸念

信託財産の独立性により, 受託者が破綻したとしても, 信託財産は,

受託者の固有財産と区別され, 破産財団等には含まれない。従来, 信託

は, 信託銀行等の大手金融機関が引き受けてきましたので, 受託者の破

綻は現実化する懸念が少なくかったといえる。

信託法および信託業法の抜本的改正により, 大手金融機関以外の信託

会社が比較的自由に参入でき, 営業としてではなく信託が広く行われる

ことが可能である。その結果, 受託者の破綻が現実のものになるおそれ

もある。

そこで, 受託者は信託財産と固有財産との厳格な分別管理義務を負う

（信託法34条)。受託者個人の財産と信託財産に属する財産を分別して

管理がなされることにより, 受託者の財産のうち信託財産に属するに財

産が特定され, 受託者はその義務を果たすことができる。受託者個人の

債権者から信託財産に属する財産に対して強制執行等がなされた場合,

異議を主張することができる。

また, 信託財産に属する債権と受託者の固有財産が負担する債務の相

殺ができない。さらに, 受託者の破産手続が開始された場合, 信託財産
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に属する財産は, 破産財団 (受託者の固有財産) に属しない（信託法25

条)。

３ 信託財産の独立性の確保

（１）分別管理の方法

受託者は信託財産と固有財産との厳格な分別管理義務を負う（信託法

34条)。委託者の財産が受託者の名義となった場合, 受託者の固有財産

と信託財産との識別が困難となることも想定される。この場合, 識別不

能時における価格割合が判明しているのであれば共有とみなされる（信

託法18条)。

受託者による分別管理として, ①信託の登記または登録をすることが

できる財産は, 信託の登記または登録, ②金銭以外の動産については,

固有財産と信託財産を外形上区別することができる状態で保管, ③金銭

その他の財産については, 計算を明らかにする方法等である。
(21)

（２）財産の識別不能

受託者が破産した場合, 現金を破産財団 (受託者の固有財産) に属す

るもの, 信託財産に属するものに分ける。しかし, 信託実務では金銭は

帳簿上区別されているが, 通常, 現金のまま信託財産として保有・管理

するのではなく, 有価証券の売買, 貸付けその他に運用される。そのた

め, 受託者の固有財産と信託財産が識別不能となることが考えられる。

そこで, 受益者は信託財産と固有財産との振り分けにつき, 識別がで

きなくなった当時における財産の価格割合に応じて取り戻すことができ

ると考えられる。
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(21) 民事信託会社の設立登記とともに, 委託者の財産のうち, 登記または
登録をしなければ, 権利の得喪および変更を第三者に対抗することができ
ない財産については, 信託の登記または登録が第三者対抗要件である（信
託登記実務研究会編・前掲注(12)67頁)。
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（３）分割手続

受託者の固有財産と信託財産が識別不能となった場合, 両財産の分割

手続を経ることにより, 固有財産と信託財産との識別不能となる前と同

量の財産を信託財産とすることができる。

分割手続の方法としては, ①信託行為において定めた方法, ②受託者

と受益者との協議による方法, ③受託者が自ら決する方法がある（信託

法19条)。

受託者の判断により信託財産と固有財産との分割を認められるのは,

当該分割をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要と認めら

れるとともに, ①受益者の利益を害しないことが明らかであるとき, ②

当該分割の信託財産に与える影響, 当該分割の目的および態様, 受託者

の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして正当な理

由があるときに限られる。受託者が正当な理由なくして, その決する方

法により分割を行った場合, 当該分割は無効と解される。

４ 受託者の情報提供

民事信託では, 様々な属性の者が受託者となるため, その任務が適切

に行われ, 委託者および受益者が受託者に対する監督機能を実効的なも

のにすることが求められる。

そこで, 委託者または受益者は, 受託者に対し, 信託事務の処理状況

ならびに信託財産に属する財産および信託財産責任負担債務の状況につ

いて報告請求権を有している（信託法36条)。

受託者は, 信託財産にかかる帳簿に加え, 貸借対照表, 損益計算書そ

の他法務省令で定める書類または電磁的記録を作成し, これら書類等に

つき10年間の保存義務を負う（信託法37条)。受益者または利害関係人

は, これら書類等の閲覧謄写を請求することができる（信託法38条)。

受益者が２人以上ある信託において, 受益者は受託者に対し他の受益

者の氏名等を開示するよう請求できる（信託法39条)。例えば, 複数の
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受益者Ａ～Ｄによる意思決定方法が全員一致によることになっており,

受益者Ａが他の信託との併合を望むような場合, 他の受益者Ｂ～Ｄに当

該併合に賛同してもらうためＢ～Ｄと交渉することになる。そこで, 受

益者Ａが他の受益者Ｂ～Ｄの氏名および住所等の情報を知ることができ

る方法として, 当該規定がある。

受益者等からの閲覧請求に対し受託者が応じない場合, 受益者等は閲

覧等を求めて訴訟を提起することができる。受託者が情報提供義務に違

反した場合, 受益者等に損害が生じているのであれば, 受託者に対し損

害賠償請求をすることができ, 受託者を解任することもできる。

５ 脱法信託・訴訟信託の禁止

信託の目的が, 法令により禁止されているものを所有することはでき

ない（信託法９条)。脱法信託の禁止と呼ばれます。例えば, 外国人は

一部の株式会社が発行する議決権株式の保有割合につき, 一定以上を超

える場合, 株主名簿の書換えが禁止されている。そのため, 外国人が当

該株式を信託により取得し, 受託者の名前で名義書換えを請求すること

もできない。

また, 受託者に訴訟行為をさせることを主たる目的として信託をする

ことも禁止されている（信託法10条)。訴訟行為には, 破産手続の開始

申立および強制執行が含まれている。

６ 受託者の限定責任と信託財産の破産

民事信託の広範かつ多様な活用が期待され, 受託者の責任が拡大する

可能性があるため, 受託者は信託事務に関する取引で生じた債務につい

て, 一定範囲で責任が限定される (信託法216条以下)。

他方, 信託の受益権が譲渡により転々流通し, 不特定多数の受益者が

生じることが予想される。受益者が信託の費用および損害に対し無限責

任を負う可能性があるとすると, 受益権の取得者は多額の損失または費
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用負担を被るかもしれず, 受益権の流通が滞るかもしれない。

そこで, 責任財産である信託財産をもってしても弁済されない債務が

増加することが予想されるため, 信託財産自体の破産手続により最終的

に処理される。

７ 遺 留 分

民事信託においても, 民法における相続人の遺留分制度が問題となる。

とりわけ, 遺言信託等では顕著であり, 委託者が相続人の遺留分を侵害

するような信託を設定した場合, 相続人から遺留分減殺請求権を行使さ

れるおそれがある。

民事信託に関する遺留分減殺請求権については, 遺留分減殺請求の対

象は何か, 相手方は誰か, 受益権をどのように評価するかのなどの問題

があり, 遺贈に関する民法の規定が類推適用され, 遺言の方式および効

力についても民法の規定に従うものと解される（民法960条以下)。

しかし, 判例および学説においても解釈が確立されていない面があり,

法律・税務・会計等の専門家が関与して, 関係当事者の意向を取り入れ,

納得できるスキームを構築することが求められるであろう。

[附記] 日本司法書士会連合会および近畿司法書士会連合会から, 研

究助成金（学術交流企業法務研究）を受けた。本稿は, その研究成

果の一部である。
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